
若年がん患者在宅生活支援助成のご案内

大和市では、４０歳未満のがん患者の方が住み慣れた生活の場で安心して
自分らしく過ごせるよう、訪問介護等に必要な費用の助成を行っています。

助成の対象となる方

次のすべてに当てはまる大和市民の方が対象です。

◆４０歳未満の方

◆がん（医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込

みがない状態に至ったと判断したものに限る）と診断されている方

◆治癒を目的とした治療を行わず、在宅で生活をしている方

助成金額

〇１カ月あたりのサービス利用料に対し上限６万円を基準とし、その９割相

当額（月額上限５万４千円）を助成します。

〇生活保護受給者および中国残留邦人等の方は１０割相当額（月額上限

６万円）を助成します。

〇上限額を上回る額のサービス利用料は、全額自己負担となります。

〇他の制度等で助成を受けているものについては、助成対象外となります。
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助成の対象となるもの

◆訪問介護（身体介護、生活援助、

通院等乗降介助）

◆訪問入浴介護

◆福祉用具貸与・購入（搬入搬出

等にかかる費用を含む）

〈購入の対象項目〉

〈貸与の対象項目〉
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申請方法

◆１.サービスの利用を開始する前、又は、開始した日の翌日から30日以内

に利用申請が必要です。

《必要書類》

〇大和市若年がん患者在宅生活支援助成申請書

〇大和市若年がん患者在宅生活支援助成意見書（同様の内容が確

認できる他の書類でも可）

〇本人確認書類（マイナンバーカード、免許証、パスポート等）

◆２.決定通知書を市から送付します。

◆３.サービスを利用する際、一旦は全額自己負担をしていただきます。

◆４.１カ月ごとに、または、数か月分をまとめて、請求書をご提出ください。

なお、この請求書は、サービス等の利用から２年以内にご提出ください。

《必要書類》

〇大和市若年がん患者在宅生活支援助成金交付申請書兼請求書

〇利用したサービス等の内容がわかる明細書

〇利用したサービス等の領収書

◆５.市から助成金を支払います。

※住所等の申請内容に変更が生じたときや、助成を受ける必要がなくなっ

たときは別途届出が必要です。

お問合せ

◆大和市役所 医療健診課 医療施策推進係

〒242-8601 大和市鶴間１－３１－７ 保健福祉センター４階

TEL ０４６ー２６０ー５６６１ FAX ０４６－２６０－１１５６

◆ホームページもご覧ください

上記の各書式はホームページからダウンロードできます。
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